
違反広告物等の除却、保管、公示、売却、廃棄等の手続き 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

違反広告物等 

簡易広告物 

はり紙 はり札等 
広 告 旗 
立看板等 

条例に明らかに 
違反しているとき等 

①条例に明らかに 
違反しているとき等 
②管理されずに 
放置されているとき 

簡易除却 
（法第７条第４項） 

はり紙 はり札等 
広 告 旗 
立看板等 

保管不要 

その他の広告物 

命令等の 
措置を 

不明 判明 

広告物 掲出物件 除却等の命令 
（法第７条第１項） 

公告 

略式代執行 
（法第７条第２項） 

行政代執行の特例 
（法第７条第３項） 

保管（法第８条第１項） 

公示（法第８条第２項） 

広告物の価額に比し 
保管に不相当な費用を要する場合に 

はり札等、広告旗、
立看板等 
１週間保管 

その他の広告物等 
 
２週間保管 

売却しても買受人がない 
ことが明らか等の場合に 

廃棄 
（法第８条第４項） 

売却し、代金を保管 
（法第８条第３項） 

命令対象者が 

履行しない 履行する 

行政代執行による
除却 

除却 

特に貴重な広告物等 
 
３ヶ月保管 

該当する 

該当する

該当しない 

６ヶ月経過後は、市町に所有権が帰属 

該当しない


